
広告 スマホ料金はJ：COMなら1ギガ月額980円から。他のJ：COMサービス利用中なら無料で5ギガに増量！☎0120－938－362（9：00～18：00）

納入通知書等を送付します
国民健康保険料の｢公的年
金からの特別徴収｣

　特別徴収の対象となる世帯は、世帯主の公的
年金から、同じ世帯の国民健康保険加入者全員
分の保険料が徴収されます。今月中旬に対象世
帯の世帯主の方へ納入通知書を送付します。
　また、新たに特別徴収となる世帯は、10月分
から特別徴収が開始となりますので、9月分ま
では納付書でお支払いください。
　なお、口座振替をご希望の場合は、変更申出
書の提出が必要です。すでに口座振替を利用中
の世帯は、引き続き口座振替となります。
[対象]次の全ての要件を満たす世帯 ▼世帯主
が国民健康保険に加入している　 ▼同じ世帯
の国民健康保険加入者が全員65歳～74歳であ
る　 ▼世帯主の年金受給額が年間18万円以上
である　 ▼介護保険料が年金から徴収されて
いる　 ▼国民健康保険料と介護保険料の合算額
が年金受給額の1／2を超えない [問合せ]国保

ご注意ください 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。

毎月5日は
すみだ環境の日
7月のエコしぐさ
雨やんで雨やんで
　　ゴーヤの花火　　ゴーヤの花火
　　　　　　上がりだす　　　　　　上がりだす

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

ご存じですか
国民年金保険料の免除制度等

　国民年金制度には、保険料の納付が困難な方
のために「保険料免除制度」と「納付猶予制度」が
あります。これらの制度は本人・配偶者(「保険
料免除制度」は世帯主も)の前年の所得が一定基
準以下の方などが対象で、申請日から原則2年1
か月前まで遡って申請できます。詳細はお問い
合わせください。
[問合せ]国保年金課国民年金係☎5608－6130

必ず投票しましょう
参議院議員選挙

[投票日時]7月10日(日)午前7時～午後8時 [持
ち物]入場整理券　＊入場整理券は、世帯の対
象者全員分を一つの封筒に入れて郵送　＊入場
整理券がない場合でも対象者であれば投票可
[区内で転居した方の投票所]転居の届出をし
た日が ▼6月6日までの方＝新住所地の投票所　

▼6月7日以降の方＝前住所地の投票所
■点字投票
　目の不自由な方は、点字で投票することがで
きます。
■代理投票
　身体に障害等があり、候補者名や政党名を記
入できない方は、係員が代筆します。
■体が不自由な方への介助
　車椅子を利用する方等は、係員が投票所内の
移動を介助します。
■期日前投票
　仕事やレジャー等で投票日に投票できない方
は、期日前投票ができます。
■選挙公報
　選挙公報は、区内の全てのご家庭に配布します。
また、各出張所・図書館等でもご覧になれます。
■比例代表選出選挙の当選人の決定
　各政党等の当選人の数は、名簿登載者の得票
数と政党名の得票数を合算して比例配分されま
す。政党の中での当選順は、配分された当選人
の数の中で特定枠の候補者がある場合には、特
定枠の候補者を記載順に当選人とし、その他の
名簿登載者は、特定枠の候補者に続いて得票数
の多い順で当選人となります。詳細は、区ホー
ムページ等をご覧ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]選挙管理委員会事務局☎5608－6320

明るい選挙の実現をめざして
寄附禁止のルール

■政治家の寄附の禁止
　政治家が選挙区内の人に ▼中元・病気見舞い　

▼入学・卒業・就職のお祝い　 ▼葬式・落成式・

毎月1日は
墨田区防災の日
7月1日の点検項目
備えよう備えよう
　　水・食糧は　　水・食糧は
　　　　　わが家で　　　　　わが家で

年金課こくほ資格係☎5608－6122

2年に一度の調査にご協力ください
住民意識調査

　区民の皆さんから区政の各分野について意向
や要望をお聴きし、区の施策推進・政策立案の基
礎資料とするため、住民意識調査を行います。
 この調査の対象となった方には、今月中旬に調
査票を送付しますので、ご協力をお願いします。
[ 対象 ]住民基本台帳から無作為に抽出した
18歳以上の方3000人 [問合せ]広報広聴担当
☎5608－6222　＊調査結果は本紙や区ホー
ムページ等に掲載

開店祝いの花輪　 ▼スポーツ大会や町内会の催
しへの差し入れ、寸志等　のような金品を贈るこ
とは、いかなる名義であっても禁止されており、
罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席
する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香
典は、罰則の対象とはなりません。
■後援団体の寄附の禁止
　政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・香
典などを出すことは禁止されています。ただし、後援
団体の設立目的による行事等への寄附は除かれます。
■政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
　誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めた
り、要求したりすることは禁止されています。
■挨拶状などの禁止
　政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、
選挙区内の人に暑中見舞状等の挨拶状を出すこ
とが禁止されています。また、選挙区内の人への
挨拶を目的として、新聞・雑誌などに有料広告(名
刺広告など)を出すと処罰されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]選挙管理委員会事務局☎5608－6320

新型コロナワクチン
4回目接種券を発送します
　今後、4回目接種の対象が拡大され
る可能性があるため、3回目接種を完3回目接種を完
了した18歳以上の区民の方全員に順了した18歳以上の区民の方全員に順
次、接種券を発送します。次、接種券を発送します。ご自身が接
種対象に該当するかよく確認のうえ、
接種を受けるようにしてください。
　接種対象等の詳細は、5月25日発
行の新型コロナワクチン接種特集号
または接種券に同封の「新型コロナ
ワクチン4回目接種のお知らせ」、区
ホームページ等でご確認ください。
　　　　墨田区コロナワクチン接種
問合せダイヤル☎0120－714－
587　＊受け付けは午前8時半～午
後5時15分(土・日曜日、祝日を含む)
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[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191
＊新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照

墨田区後遺症相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
後遺症にお悩みの方の相談先

 ＊新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについ
ても相談可　＊混雑時は電話がつながりにくい場合あり　＊診
察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームページで閲覧可

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)
墨田区発熱・コロナ相談センター☎5608－1443

24時間対応(土・日曜日、祝日を含む)

東京都発熱相談センター
☎5320－4592または☎6258－5780

診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。
かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合

必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。
かかりつけ医がいる場合

発熱などの症状がある方の相談先

相談票
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午前9時～午後10時(土・日曜日、祝日を含む)
　　 ℻5388－1396 相談票に記入のうえ、送信

ナビダイヤル

聴覚障害のある方

厚生労働省「新型コロナウイルス
感染症に関する電話相談窓口」
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フリーダイヤル

一般的な相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方
法、心配な症状が出たときの対応など

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談来所相談
は行っていません。は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、6月21日時点のものです
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子育て 　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HPぽけっと
（区主催以外）
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